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☎
０
２
４
・
５
２
３
・
１
２
１
１

☎
０
２
４
・
９
２
５
・
６
５
１
１

☎
０
２
４
６
・
２
５
・
０
４
５
５

 

（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）

※
相
談
は
無
料
で
す
が
、
通
話

料
は
ご
負
担
く
だ
さ
い

※
つ
な
が
り
に
く
い
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
予
め
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

Ｑ　

亡
く
な
っ
た
父
が
建
て
た

建
物
が
登
記
さ
れ
て
い
な
い
場

合
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
で
す

か
？

Ａ　

相
続
人
が
一
人
の
場
合
は

相
続
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
書
類
、
例
え
ば
戸
籍
謄
本
等

を
添
付
し
て
建
物
表
題
登
記
の

申
請
を
し
ま
す
。
相
続
人
が
数

名
い
る
場
合
は
、
相
続
人
全
員

又
は
建
物
を
相
続
し
た
相
続
人

か
ら
建
物
の
表
題
登
記
を
申
請

し
ま
す
。
こ
の
場
合
、
公
正
証

書
や
遺
産
分
割
証
明
書
等
、
相

続
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し

て
登
記
の
申
請
を
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
亡
く

な
っ
た
父
が
当
該
建
物
の
所
有

者
で
あ
る
こ
と
の
証
明
も
必
要

◆
相
談
内
容　

不
動
産
登
記
や

会
社
登
記
、
相
続
・
遺
言
、
多

重
債
務
、
小
額
の
裁
判
、
成
年

後
見
等
に
関
す
る
法
律
相
談

【
須
賀
川
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
】

◆
日
程　

５
月
21
日
㈭

◆
時
間　

13
：
00
～
16
：
00

【
マ
イ
タ
ウ
ン
白
河
】

◆
日
程　

６
月
４
日
㈭

◆
時
間　

17
：
00
～
18
：
00

※
事
前
に
予
約
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。
緊
急
を
要
す
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
最
寄
り
の
相
談

員
を
紹
介
し
ま
す
。
秘
密
は
厳

守
し
ま
す
。

◆
予
約
・
問
い
合
わ
せ
（
祝
祭

日
を
除
く
月
曜
日
～
金
曜
日
）

　

10
：
00
～
12
：
30

　

13
：
30
～
16
：
00

問
白
河
司
法
書
士
総
合
相
談
セ

ン
タ
ー

☎
０
１
２
０
・
８
１
・
５
５
３
９

　

年
金
事
務
所
の
窓
口
で
は
、

待
ち
時
間
な
く
ス
ム
ー
ズ
に
ご

相
談
お
手
続
き
い
た
だ
け
る
よ

う
ご
予
約
を
お
願
い
し
て
お
り

　

心
理
士
に
よ
る
心
の
相
談
会

を
実
施
し
ま
す
。
相
談
は
無
料

で
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

　

心
の
悩
み
で
お
悩
み
の
方
、

又
は
そ
の
家
族
の
方
は
こ
の
機

会
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
事
前
の
予
約
が
必
要

で
す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

◆
日
時　

応
相
談

◆
会
場　

泉
崎
村
保
健
福
祉

 

総
合
セ
ン
タ
ー

問
村
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
４
８
・
５
４
・
１
３
３
５

　

社
会
福
祉
協
議
会
で
は
心
配

な
こ
と
が
あ
っ
て
困
っ
て
い
る

方
の
た
め
に
、
心
配
ご
と
相
談

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
日
時　

４
月
11
日
㈯

　
　
　
　

10
：
00
～
12
：
00

◆
会
場　

泉
崎
村
保
健
福
祉

 

総
合
セ
ン
タ
ー

◆
相
談
員　

村
民
生
委
員

　

佐
藤
義
光
・
鈴
木　

實

問
泉
崎
村
社
会
福
祉
協
議
会

☎
０
２
４
８
・
５
４
・
１
５
５
５

ま
す
。
ご
自
身
の
年
金
請
求
手

続
き
や
年
金
額
に
関
し
て
の
相

談
、
ご
家
族
が
亡
く
な
ら
れ
た

際
の
手
続
き
等
、
す
べ
て
の
相

談
に
つ
い
て
ご
来
所
の
際
は
、

必
ず
ご
予
約
の
う
え
ご
相
談
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
窓
口
が
大
変
混
雑
し

て
お
り
ま
す
の
で
年
金
事
務
所

へ
ご
来
所
い
た
だ
く
３
日
前
ま

で
に
お
早
め
に
ご
予
約
を
お
願

い
し
ま
す
。
ご
連
絡
の
際
は
、

「
基
礎
年
金
番
号
」
の
分
か
る

年
金
手
帳
や
年
金
証
書
を
ご
準

備
く
だ
さ
い
。

◆
受
付
時
間

　

８
：
30
～
17
：
15

 

（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）

問
日
本
年
金
機
構

☎
０
５
７
０
・
０
５
・
４
８
９
０

 

（
予
約
受
付
専
用
電
話
）

　

福
島
県
弁
護
士
会
で
は
被
災

者
へ
の
支
援
活
動
と
し
て
災
害

無
料
電
話
法
律
相
談
を
行
っ
て

い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

◆
受
付
期
間

　

14
：
00
～
16
：
00

◆
相
談
窓
口

相　
　

談

心
配
ご
と
相
談
所

心
の
相
談
会

被
災
者
の
皆
様
へ

（
福
島
県
弁
護
士
会
の

被
災
者
支
援
活
動
）

便
利
で
ス
ム
ー
ズ
な

予
約
年
金
相
談
の
利

用
を
お
願
い
し
ま
す

白
河
司
法
書
士
総
合

相
談
セ
ン
タ
ー（
無
料
）

に
な
り
ま
す
。
な
お
、
ご
不
明

な
と
き
は
最
寄
り
の
法
務
局
や

土
地
家
屋
調
査
士
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

問
福
島
県
土
地
家
屋
調
査
士
会

☎
０
２
４
・
５
３
４
・
７
８
２
９

問
福
島
地
方
法
務
局

☎
０
２
４
・
５
３
４
・
２
０
４
５

◆
日
時

　

５
月
12
日
㈫
～
10
月
13
日
㈫

　

毎
週
火
曜
日　

19
：
00
～

※
講
座
に
よ
っ
て
一
部
異
な
り

ま
す
。

◆
場
所

　

白
河
市
図
書
館

　

り
ぶ
ら
ん
地
域
交
流
会
議
室

◆
講
座
内
容

　

入
門
課
程
：
手
話
に
親
し
む

こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
手

話
の
基
礎
知
識
、
方
法
な
ど
、

手
話
を
初
め
て
学
ば
れ
る
方
を

対
象
と
し
た
内
容
で
、
手
話
の

経
験
が
全
く
な
く
、
こ
れ
か
ら

手
話
を
始
め
ら
れ
る
方
、
手
話

に
興
味
を
持
た
れ
た
方
な
ど
が

対
象
で
す
。

　

基
礎
課
程
：
手
話
で
日
常
会

話
を
行
う
の
に
必
要
な
単
語
や

手
話
表
現
技
術
を
習
得
し
、
手

相
続
登
記
に
つ
い
て

第
４
回
～
登
記
さ
れ

て
い
な
い
場
合
～

案　
　

内

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座

（
入
門
課
程

　
　
　

・
基
礎
課
程
）



話
奉
仕
員
と
し
て
活
動
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
講
座
で
す
。

◆
募
集
定
員　

各
20
名
程
度

◆
受
講
料

　

無
料
（
別
途
テ
キ
ス
ト
代

 
２
３
０
０
円
）

◆
申
込
期
限　

４
月
30
日
㈭

※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
し
込

み
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
白
河
市
社
会
福
祉
課

☎
０
２
４
８
・
２
２
・
１
１
１
１

内
線
２
７
１
４

　

ご
当
地
ナ
ン
バ
ー
（
白
河
ナ

ン
バ
ー
ー
）
の
導
入
が
５
月
か

ら
発
足
す
る
の
に
伴
い
、
行
政

書
士
会
県
南
支
部
で
は
白
河
ナ

ン
バ
ー
の
出
張
封
印
を
行
い
ま

す
。

◆
番
号
変
更
に
必
要
な
書
類

　

委
任
状
・
車
検
証

◆
費
用

・
普
通
車　

１
０
０
０
０
円
～

・
軽
自
動
車　

７
０
０
０
円
～

・
オ
リ
パ
ラ
ナ
ン
バ
ー
黄
色
ナ

ン
バ
ー
か
ら
白
ナ
ン
バ
ー

　
　
　
　
　

１
４
０
０
０
円
～

※
希
望
ナ
ン
バ
ー
も
受
け
付
け

遺
族
お
一
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

・
令
和
２
年
４
月
１
日
ま
で
に

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護

法
に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を

取
得
し
た
方

・
戦
没
者
等
の
子

・
戦
没
者
等
の
①
父
母
②
孫
③

祖
父
母
④
兄
弟
姉
妹

※
戦
没
者
の
死
亡
当
時
、
生
計

関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
等
の

要
件
を
有
し
て
い
る
こ
と
等
の

要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う

か
に
よ
り
、
順
番
が
入
れ
替
わ

り
ま
す
。

・
右
記
以
外
の
戦
没
者
等
の
三

親
等
以
内
の
親
族
（
甥
、
姪

等
）

※
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引

き
続
き
１
年
以
上
の
生
計
関
係

を
有
し
て
い
た
方
に
限
り
ま
す
。

◆
支
給
内
容

・
額
面
25
万
円

・
５
年
償
還
の
記
名
国
債

◆
請
求
期
間

　

令
和
２
年
４
月
１
日
㈬
～

　

令
和
３
年
３
月
31
日
㈬

※
請
求
期
間
を
過
ぎ
る
と
請
求

で
き
な
く
な
る
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

◆
請
求
窓
口

　

泉
崎
村
住
民
福
祉
課
福
祉
係

※
な
お
、
ご
遺
族
を
代
表
す
る

お
ひ
と
り
が
受
け
取
る
も
の
で

す
。
ご
遺
族
間
の
調
整
は
、
記

ま
す
。

　

く
わ
し
く
は
次
の
連
絡
先
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
円
谷
浅
光
（
主
に
矢
吹
町
・

泉
崎
村
・
中
島
村
担
当
）

☎
０
９
０
・
８
９
２
７
・
０
０
３
４

問
佐
藤
義
美
（
主
に
白
河
市
・

西
郷
村
担
当
）

☎
０
９
０
・
４
６
３
９
・
７
１
８
５

　

白
河
消
防
本
部
管
内
で
は
防

火
管
理
者
と
し
て
必
要
な
資
格

を
取
得
す
る
た
め
の
消
防
法
施

行
規
則
第
２
条
の
３
で
定
め
る

防
火
管
理
講
習
を
以
下
の
と
お

り
実
施
し
ま
す
。

【
第
一
回
】

◆
日
程

　

６
月
24
日
㈬
～
25
日
㈭

◆
申
込
期
間

　

５
月
13
日
㈬
～
20
日
㈬

【
第
二
回
】

◆
日
程

　

10
月
21
日
㈬
～
22
日
㈭

◆
申
込
期
間

　

９
月
９
日
㈬
～
16
日
㈬

【
共
通
】

◆
場
所　

　

東
京
第
一
ホ
テ
ル
新
白
河

◆
申
込
方
法
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講
習
会
案
内
及
び
Ｆ
Ａ
Ｘ
用

申
込
用
紙
は
、
白
河
地
方
広
域

市
町
村
圏
消
防
本
部
、
消
防

署
、
各
分
署
で
入
手
で
き
る
ほ

か（
一
財
）日
本
防
火
・
防
災
協

会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
申

込
可
能
で
す
。

◆
申
込
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

先
・
受
講
申
込
先

問（
一
財
）日
本
防
火
・
防
災
協

会☎
０
３
・
３
５
９
１
・
７
１
２
１

FAX
０
３
・
３
５
９
１
・
７
１
３
０

◆
講
習
会
に
関
す
る
問
い
合
わ

せ
先

問（
一
社
）福
島
県
消
防
設
備
協

会☎
０
２
４
・
５
２
９
・
７
１
２
０

◆
対
象
者

　

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご

遺
族
で
、
令
和
２
年
４
月
１
日

（
基
準
日
）
に
お
い
て
、
「
恩

給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
等
」

や
「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等

援
護
法
に
よ
る
遺
族
年
金
」
等

を
受
け
る
方
（
戦
没
者
等
の
妻

や
父
母
等
）
が
い
な
い
場
合
に
、

次
の
順
番
に
よ
る
先
順
位
の
ご

行
政
書
士
に
よ
る
出
張

封
印

ナ
ン
バ
ー
即
着
脱

�

（
約
15
分
）

防
火
管
理
講
習
・
防

災
管
理
講
習
の
お
し

ら
せ

戦
没
者
等
の
ご
遺
族

の
皆
さ
ま
へ

第
十
一
回
特
別
弔
慰

金
が
支
給
さ
れ
ま
す

名
国
債
を
受
け
取
っ
た
方
が
責

任
を
持
っ
て
行
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

問
村
住
民
福
祉
課
福
祉
係

☎
０
２
４
８
・
５
４
・
１
３
３
３

　

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手

帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
等
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
自
動
車

で
、
４
月
１
日
現
在
で
一
定
の

要
件
に
該
当
す
る
も
の
は
、
申

請
に
よ
り
自
動
車
税
種
別
割
が

減
免
さ
れ
ま
す
。
納
期
限
ま
で

の
間
に
減
免
申
請
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。

◆
納
期
限

　

６
月
１
日
㈪

　

な
お
、
減
免
と
な
る
障
が
い

の
範
囲
、
申
請
手
続
き
等
詳
細

に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
御
覧
に
な
る
か
、
左
記
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
県
南
地
方
振
興
局
県
税
部
課

税
課

☎
０
２
４
８
・
２
３
・
１
５
１
９

　

日
本
国
内
に
住
む
す
べ
て
の

身
体
障
が
い
者
等
の
た

め
の
自
動
車
税
種
別
割

の
減
免
に
つ
い
て

国
民
年
金
保
険
料
学

生
納
付
特
例
制
度
の

ご
案
内



険
物
部
会
会
員　

２
０
０
０
円

会
員
以
外　
　
　

４
０
０
０
円

◇
テ
キ
ス
ト

　

乙
種
第
４
類
危
険
物
受
験
教

科
書
２
０
２
０
年
版
（
向
学

院
・
定
価
１
８
０
０
円
）

※
テ
キ
ス
ト
は
、
消
防
本
部
・

消
防
署
に
準
備
し
て
あ
り
ま
す

の
で
お
早
め
に
購
入
し
て
く
だ

さ
い
。

◇
通
知　

受
講
者
に
は
申
込
受

付
後
に
、
受
講
番
号
、
内
容
等

を
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
通
知
し
ま
す
。

問
白
河
地
方
消
防
防
災
協
会

（
白
河
消
防
本
部
内
）

☎
０
２
４
８
・
２
２
・
２
１
７
０

　

自
衛
隊
で
は
自
衛
官
の
各
種

試
験
を
実
施
い
た
し
ま
す
。

【
幹
部
候
補
生（
一
般
・
歯
科
・

薬
剤
科
）
】

◆
受
験
資
格

　

22
歳
以
上
26
歳
未
満
の
者（
大

卒
程
度
及
び
院
卒
程
度
試
験
）

◆
募
集
人
員

　

受
付
時
に
お
知
ら
せ
い
た
し

ま
す
。

◆
試
験
日　

　

５
月
９
日
㈯
・
10
日
㈰

◆
試
験
会
場

　

日
本
大
学
工
学
部

広報
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人
は
、
20
歳
に
な
っ
た
時
か
ら

国
民
年
金
の
被
保
険
者
と
な
り
、

保
険
料
の
納
付
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
学
生
（
大
学
、

短
期
大
学
、
高
等
学
校
、
専
修

学
校
及
び
各
種
学
校
等
）
の
方

は
、
申
請
に
よ
り
在
学
中
の
保

険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
が
あ

り
ま
す
。
本
人
の
所
得
が
一
定

以
下
の
学
生
の
方
が
対
象
と
な

り
ま
す
。

　

申
請
は
、
住
民
登
録
を
し
て

い
る
市
町
村
役
場
も
し
く
は
お

近
く
の
年
金
事
務
所
の
窓
口
で

受
付
し
て
お
り
ま
す
。
な
お
、

２
年
度
以
上
在
学
の
場
合
は
毎

年
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

◆
学
生
納
付
特
例
の
メ
リ
ッ
ト

・
病
気
や
け
が
で
障
害
が
残
っ

た
と
き
も
障
害
基
礎
年
金
を
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
年
金
を
受
け
取
る
た
め
に
必

要
な
期
間
（
受
給
資
格
期
間
）

に
算
入
さ
れ
ま
す
。

問
村
住
民
福
祉
課
住
民
係

☎
０
２
４
８
・
５
３
・
２
１
１
２

問
白
河
年
金
事
務
所

☎
０
２
４
８
・
２
７
・
４
１
６
１

（
自
動
音
声
案
内
【
５
番
】
を

押
し
て
く
だ
さ
い
）

　

お
子
さ
ん
の
健
全
な
発
育
の

一
助
と
し
て
、
泉
崎
村
で
は
、

な
か
よ
し
ク
ラ
ブ
（
育
児
ク
ラ

ブ
）
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
。

　

子
供
の
友
達
が
欲
し
い
、
親

同
士
友
達
に
な
り
た
い
、
育
児

の
相
談
が
し
た
い
な
ど
身
近
で

楽
し
い
親
子
の
交
流
の
場
に
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

　

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
お
じ
い

ち
ゃ
ん
と
の
参
加
も
大
歓
迎
で

す
。
関
心
の
あ
る
方
は
、
村
保

健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
村
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
４
８
・
５
４
・
１
３
３
５

◆
乙
種
第
４
類
試
験

◇
試
験
日　
　

６
月
20
日
㈯

◇
会
場　

白
河
実
業
高
等
学
校

◇
受
付
期
間

　

書
面
申
請
：
４
月
27
日
㈪

　
　
　
　
　

～
５
月
11
日
㈪

　

電
子
申
請
：
４
月
24
日
㈮

　
　
　
　
　

～
５
月
８
日
㈮

◇
申
込
方
法

　

受
験
願
書
と
試
験
案
内
は
、

各
消
防
署
・
分
署
に
ご
ざ
い
ま

す
。

　

試
験
の
申
込
先
は
消
防
試
験

研
究
セ
ン
タ
ー
福
島
県
支
部
で

す
。

（
☎
０
２
４
・
５
２
４
・
１
４
７
４
）

◆
受
験
準
備
講
習
会

　

白
河
地
方
消
防
防
災
協
会
危

険
物
部
会
主
催
の
試
験
準
備
講

習
会
を
次
の
日
程
で
開
催
い
た

し
ま
す
の
で
、
受
講
希
望
者
は

試
験
願
書
と
は
別
に
、
申
込
書

に
て
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

試
験
準
備
講
習
会
の
申
込
書

は
、
消
防
署
・
分
署
に
ご
ざ
い

ま
す
。

◇
対
象
者

　

乙
種
第
４
類
受
験
者

◇
講
習
日
時

　

５
月
25
日
㈪
・
26
日
㈫

　

9
：
00
～
16
：
50

◇
受
付
期
間

　

～
５
月
15
日
㈮

※
定
員
70
名
と
な
り
次
第
締
め

切
り
ま
す
。

◇
講
習
会
場　

　

サ
ン
フ
レ
ッ
シ
ュ
白
河
（
白

河
市
役
所
大
沼
行
政
セ
ン
タ
ー
）

◇
講
習
会
費

　

白
河
地
方
消
防
防
災
協
会
危

令
和
２
年
度
な
か
よ

し
ク
ラ
ブ
（
育
児
ク

ラ
ブ
）
の
ご
案
内

令
和
２
年
度
後
期
危

険
物
取
扱
者
試
験
及

び
試
験
準
備
講
習
会

の
実
施
に
つ
い
て

募　
　

集

自
衛
官
各
種
採
用
試

験
の
お
知
ら
せ

◆
受
付
期
間

　

～
５
月
１
日
㈮（
締
切
日
必
着
）

　

海
・
空
若
干
名

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
せ
く
だ

さ
い
。

問
自
衛
隊
福
島
地
方
協
力
本
部

白
河
地
域
事
務
所

☎
０
２
４
８
・
２
４
・
０
３
７
２

＜訂正とお詫び＞
広報いずみざき３月号（NO.631）の掲載記事で１１ページに誤りがありました。
皆様には、お詫びを申し上げますと共に次のとおり訂正いたします。

「職場でのパワーハラスメントでお悩みの皆さまへ」の記事

（誤）
◆施行時期
・中小企業　４月１日（水）
・大企業　　６月１日（月）

（正）
◆施行時期
・大企業　　令和２年６月１日
・中小企業　令和４年４月１日
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